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国道３５７号若松交差点横断歩道橋下部工事に伴う
交通規制のお知らせ

船橋市と習志野市との境に位置する国道３５７号若松交差点に新設する横断歩道橋の橋脚の基礎、橋
台等を設置する下部工事を下記のとおり予定します。工事期間中は、通行される皆様にはご迷惑をおか
けいたしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。また、歩行者の皆様も交通誘導員等の案
内により、注意してご通行下さい。安心・安全な交通にご協力をお願いいたします。

若松交差点の横断歩道橋下部工事に伴い、車線規制等を行います。

夜間、道路の車線規制があります。走行には十分ご注意ください。

工 事 名 ：３５７号若松交差点歩道橋下部工事
工事期間：平成２３年９月から平成２４年１２月末日（予定）
工事内容：歩道橋下部工（橋脚基礎、階段受台）・遮音壁工（支障箇所の撤去、移設）

舗装工（施工箇所の復旧工）・仮設工（基礎を施工する為の土留工）

作業時間：昼間 ９：００～１７：００（予定）
夜間 ２１：００～ ５：００（予定）

施工業者：京成建設株式会社 現場代理人 近藤俊治
（下部工事） ＴＥＬ：０４７－４０７－１９６７（若松作業所）

発 注 者 ：国土交通省 千葉国道事務所 船橋出張所
ＴＥＬ：０４７－４２４－５６９９
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若松交差点横断歩道橋下部工事箇所図

Ａブロック
車線規制の予定
平成２４年１月１０日から
・車道規制図 P9～P11
・歩道規制図 P12～P16

Ｂブロック
車線規制の予定
平成２４年２月下旬から

Ｃブロック
車線規制の予定
平成２４年１月１０日から
・車道規制図 P3～P4
・歩道規制図 P5～P8

Ｄブロック
車線規制の予定
平成２３年１２月２２日まで

Ｅブロック
車線規制の予定
平成２４年１月下旬から

規制情報は、毎月２０日頃更新する予定です。
また、工事の工程により予定するブロック以外でも、規制することがあります。
ご注意ください。

：工事エリア

凡例

：下部工事箇所
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規制帯図① 車道規制
Cブロック夜間工事（21：00～5：00）
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規制帯図② 車道規制
Cブロック夜間工事（21：00～5：00）
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規制帯図① 歩道規制
Cブロック夜間工事（21：00～5：00）
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規制帯図② 歩道規制
Cブロック夜間工事（21：00～5：00）
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規制帯図③ 歩道規制
Cブロック昼間工事（9：00～17：00）
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規制帯図④ 歩道規制
Cブロック昼間工事（9：00～17：00）
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規制帯図① 車道規制
Aブロック夜間工事（21：00～5：00）
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規制帯図② 車道規制
Aブロック夜間工事（21：00～5：00）
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規制帯図④ 車道規制
Aブロック夜間工事（21：00～5：00）
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規制帯図① 歩道規制
Aブロック夜間工事（21：00～5：00）
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規制帯図② 歩道規制
Aブロック夜間工事（21：00～5：00）
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規制帯図③ 歩道規制
Aブロック昼間工事（9：00～17：00）



- 15 -

規制帯図④ 歩道規制
Aブロック夜間工事（21：00～5：00）



- 16 -

規制帯図⑤ 歩道規制
Aブロック昼間工事（9：00～17：00）


